
屋上からのお花見です。生憎の曇り空でしたが満開の桜を見ることができました。

来年も一緒に見たいですね。 

５月 25日（月）に地域交流スペースで園芸レクリエーションの開催を予定しています。 

花と野菜の苗を植える予定です。今年はさつま芋の専用プランターを準備しました。 

夏の収穫が楽しみですね。 

5月２日より５日まで「菖蒲湯」を行いました。 

菖蒲は古くから邪気を払う薬草として使われて 

いたと言われており、湯船に浮かべ菖蒲湯に入る 

ことで無病息災を願います。皆さん菖蒲の香りを 

楽しまれ、季節を感じられるひと時となりました。 

今年導入しましたミストシャワー浴の方も 

足湯で菖蒲湯を楽しまれました。 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月に誕生日を迎えられる入居者様です 

最高齢は８９歳の方です。おめでとうございます 

https://2.bp.blogspot.com/-MsLnAmmkMx4/VRE5L-27h-I/AAAAAAAAsaY/42JQG2auxZE/s800/sweets_cake_rousoku.png


 

 

５月は全国的に日中と朝晩の寒暖差が大きく

地域によっては 10 度前後の差が生じること

もあるとのことです。これからの夏本番に向

けて服装等を調整し体調管理を行います。 

引き続き感染症対策を行っております。 

面会時や外出時等は検温や手指消毒のご協力

をお願いいたします。 

 
 

 

衣
替
え
の
お
願
い 

 
５
月
に
入
り
、
暖
か
い
日
が
続
く 

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ご
家
族
様
へ
は 

春
夏
物
へ
の
「
衣
替
え
」
を
お
願
い
し 

ま
す
。 

梅
雨
の
時
期
に
入
り
ま
す
と
、
肌
寒
く 

感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
食
堂
な
ど 

共
有
ス
ペ
ー
ス
は
個
別
に
空
調
管
理
を

行
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
羽
織
る
物
が

必
要
な
方
は
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。 

冬
物
衣
類
や
毛
布
は
居
室
内
で
保
管
す

る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
お
持

ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
紛
失
に
つ
き

ま
し
て
は
お
名
前
の
記
載
が
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い
衣
類

等
は
特
定
出
来
か
ね
ま
す
の
で
、
必
ず 

名
前
の
記
載
を
お
願
い
し
ま
す
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居
室
内
の
衣
類
な
ど
を
含
む
私
物
管
理

方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
入
居
時

の
説
明
お
よ
び
重
要
事
項
説
明
書
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記
載
通
り
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

春
夏
物
を
お
持
ち
い
た
だ
い
た
際
に 

秋
冬
物
を
返
却
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、

来
設
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、 

相
談
員
ま
で 

ご
相
談
く
だ
さ
い
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＜職員の健康診断について＞ 

5 月 28 日（木）14:00～16:30 に 1 階地域交流スペー

ス及び北側駐車場にて職員の健康診断を予定しています。 

健康診断実施中は地域交流スペースや喫茶室での面会及び

北側駐車場をご利用いただくことができません。 

職員の健康診断は従業員の健康を守るために労働安全衛生

法で義務付けられており、定期的に実施する 

必要があります。ご協力をお願いいたします。 

※次回は 10月～11月に予定しています。 

【水害訓練の実施について】 

５月に水害避難訓練を予定しています。 

実際に水害が起きた時を想定し、上層階への避難に係る時間や 

必要人員等の把握を行い、人命救助第一に動けるよう全職員が 

訓練します。 

※9月には総合避難訓練と炊き出し訓練を予定しています。 

【 介護保険サービス利用料の変更について 】 

令和８年６月１日より、介護職員等処遇改善加算の改正について厚生労働省より通知がありました。 

利用料の変更に伴い料金表の変更が生じるため、特養へ入居されている方、及びショートステイを

ご利用されている方へ変更同意書を送らせて頂きます。 

また令和８年８月１日より補足給付（負担限度額）の変更が予定されております。変更に伴い料金

表の変更が生じるため、現時点で通知されています内容での変更同意書を送らせて頂きます。 

ご確認いただき、期日までの返信をお願い致します。 


